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ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
立
性
と
政
策
の
エ
ミ
ュ
レ
l
シ
ョ

｜
｜
日
米
聞
に
お
け
る
議
論
の
比
較
｜
｜

ン

土

大

洋

屋

ネットワークの中立性と政策のエミュレーション

一
は
じ
め
に

二
政
策
の
エ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン

三
米
国
に
お
け
る
議
論

四
日
本
に
お
け
る
議
論

五
お
わ
り
に

は
じ
め
に

今
日
、
世
界
で
一

O
億
を
超
え
る
人
々
が
使
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
、
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」

と
し
て
成
長
し
て
き
た
。
そ
れ
を
可
能
に
し
た
の
は
、
政
府
の
政
策
で
も
な
く
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
も
な
い
。
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ

る
通
信
を
お
も
し
ろ
い
と
考
え
て
き
た
研
究
者
た
ち
の
好
奇
心
で
あ
る
。
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
接
続
す
る
に
あ
た
っ

て
は
ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
ー
ス
で
処
理
が
行
わ
れ
、
政
府
の
規
制
は
か
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
あ
く
ま
で
も
民
間
と
民
間
の
契
約
に
な
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る
た
め
、
そ
の
内
容
が
公
開
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
政
府
の
管
轄
外
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
一
九
九

0
年
代
半
ば
の
商
用
化
以
降
、
変
質
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
第
一
に
、
商
用
化
に
伴
っ

て
利
用
者
数
が
拡
大
す
る
と
と
も
に
、
政
治
体
制
の
異
な
る
国
々
の
利
用
者
も
接
続
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
単
に
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
は
済
ま
な
く
な
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
接
続
規
制
も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
第
二
に
、
商
用
化
に
伴

220 

い
、
ビ
ジ
ネ
ス
の
利
害
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
持
ち
込
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
企
業
は
利
益
拡
大
の
た
め
に
さ
ま
ざ
ま
な
利
用
制

限
を
持
ち
込
む
よ
う
に
な
る
と
と
も
に
、

コ
ン
テ
ン
ツ
が
リ
ッ
チ
な
も
の
に
な
る
に
つ
れ
、
よ
り
多
く
の
帯
域
が
必
要
と
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
第
三
に
、
性
善
説
に
基
づ
い
て
構
築
さ
れ
て
き
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
技
術
的
欠
陥
を
悪
用
す
る
人
々
が
登
場
し
、

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
運
営
の
妨
害
や
利
用
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
な
ど
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の

変
質
は
政
府
規
制
を
不
可
避
に
し
て
い
る
。

本
論
文
で
見
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
立
性
問
題
も
、
牧
歌
的
な
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
め
ぐ
る
状
況
か
ら
の
変
質
を
現
す
事
例
に
他

な
ら
な
い
。
従
来
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
は
、
隣
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
か
ら
流
れ
て
き
た
ト
ラ
フ
ィ
ッ
ク
を
目
的
地
に
た
ど
り
着
け
る

よ
う
に
そ
の
ま
ま
流
す
こ
と
が
規
範
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
利
用
者
が
増
え
た
こ
と
で
帯
域
が
逼
迫
す
る
よ
う
に
な
っ
た
り
、
遅
延

の
許
さ
れ
な
い
放
送
型
の
コ
ン
テ
ン
ツ
が
登
場
し
た
り
、
ビ
ジ
ネ
ス
上
の
機
密
を
守
る
た
め
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
が
必
要
と
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
こ
と
で
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
ト
ラ
フ
ィ
ッ
ク
を
差
別
す
る
可
能
性
が
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

無
論
、
こ
う
し
た
問
題
が
技
術
や
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
解
決
で
き
れ
ば
深
刻
な
話
で
は
な
い
。
実
際
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
抱
え

て
き
た
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
は
そ
う
や
っ
て
解
決
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
中
立
的
で
は
な
く
す
る
と
い
う
決
定
は
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
根
幹
を
揺
る
が
す
よ
う
な
問
題
で
あ
り
、
技
術
や
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
は
解
決
し
に
く
く
な
っ
て
い
る
。
そ
こ

で
政
府
に
よ
る
介
入
や
規
制
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
と
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

さ
ら
に
問
題
が
複
雑
に
な
る
の
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
グ
ロ
ー
バ
ル
に
つ
な
が
っ
て
い
る
も
の
の
、
法
管
轄
は
国
境
で
区
切
ら



れ
て
お
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
全
体
を
規
制
す
る
法
体
系
が
存
在
し
な
い
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
グ
ロ
ー
バ

ル
な
メ
デ
ィ
ア
だ
と
し
た
ら
、
各
国
の
政
策
は
収
赦
し
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
発
祥
の
地
で
あ
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
の
技
術
、
利
用
、
政
策
に
お
い
て
指
導
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
米
国
の
政
策
は
模
倣
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
論
文
で
は
、

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
立
性
を
め
ぐ
っ
て
行
わ
れ
た
議
論
を
事
例
に
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

以
下
、
次
章
で
は
政
策
の
エ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
分
析
枠
組
み
を
示
し
た
上
で
、
第
三
章
と
第
四
章
で
米
国
と
日
本
の
そ
れ

ぞ
れ
の
議
論
を
追
い
か
け
、
最
後
に
結
論
を
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

政
策
の
エ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン

ネットワークの中立性と政策のエミュレーション

政
策
が
各
国
で
収
敬
す
る
と
い
う
考
え
方
は
、
こ
れ
ま
で
も
議
論
さ
れ
て
き
た
。
デ
l
ビ
ッ
ド
・

p
・
ド
ロ
ウ
イ
ツ
ツ
（
U
2
E

（U
S
E
冨
mwgv）
は
、
教
訓
抽
出
（
－

o
g
g
l号
室
『
E
m）
、
政
策
収
赦
（
唱
。
出

q
gロ・

2円
m
g
g）
、
政
策
伝
播
（
旬
。

z
q岳
民
5
2
5
、
政
策
移
転
（
旬
。
出
。
三
3
5
F『
）
と
い
っ
た
、
似
た
よ
う
な
概
念
が
公
共
政
策
分
析

（

1
）
 

に
お
い
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
と
指
摘
し
て
い
る
。

司－

u。
z
d
E
R）
と
デ
l
ビ
ッ
ド
・
マ

l
シ
ユ

内
山
融
は
、
小
泉
純
一
郎
内
閣
の
構
造
改
革
に
代
表
さ
れ
る
新
自
由
主
義
的
改
革
の
多
く
は
英
国
の
サ
ッ
チ
ャ
リ
ズ
ム
的
政
策
に

倣
っ
て
進
め
ら
れ
て
き
た
も
の
の
、
両
国
の
政
治
制
度
の
差
が
要
因
と
な
っ
て
結
果
が
異
な
っ
た
こ
と
を
分
析
し
て
い
る
。
そ
こ
で

（

2
）
 

の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
政
策
伝
播
（
吉
田
ミ
岳
民

g
Zロ
）
」
で
あ
る
。
ま
た
、
自
治
体
レ
ベ
ル
で
は
、
伊
藤
修
一
郎
が
「
自
治
体
政
策

過
程
の
動
態
』
の
中
で
、
「
同
種
の
政
策
を
多
く
の
自
治
体
が
採
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
全
国
に
広
が
る
現
象
」
を
「
政

（

3
）

（

4
）
 

策
波
及
」
の
視
点
か
ら
分
析
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
秋
吉
貴
雄
は
、
「
政
策
移
転
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
。

国
際
経
済
で
は
、
政
策
で
は
な
く
、
産
業
と
い
う
視
点
か
ら
、
政
策
波
及
な
い
し
政
策
伝
播
に
近
い
概
念
が
出
て
い
る
。
例
え
ば
、
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（

5
）
 

一
九
三
五
年
に
発
表
さ
れ
た
赤
松
要
の
「
雁
行
形
態
論
」
で
あ
る
。
雁
行
形
態
論
は
、
比
較
生
産
費
の
構
造
が
動
態
的
に
変
動
し
て

い
く
こ
と
に
注
目
し
、
あ
る
産
業
が
「
同
質
化
」
と
「
異
質
化
」
を
繰
り
返
す
と
主
張
し
て
い
る
。

技
術
が
経
済
構
造
を
変
化
さ
せ
る
と
指
摘
し
た
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
ヨ

l
ゼ
フ
・
シ
ユ
ム
ベ

1
タ

l
Q
g
S
F
P

P
F
C
B宮
Z
S
で
あ
る
。
シ
ユ
ム
ペ

l
タ
ー
に
よ
れ
ば
、
資
本
主
義
は
け
っ
し
て
静
態
的
で
は
あ
り
え
ず
、
「
資
本
主
義
の
エ
ン

ジ
ン
を
起
動
せ
し
め
、
そ
の
運
動
を
継
続
せ
し
め
る
基
本
的
衝
動
は
、
資
本
主
義
的
企
業
の
創
造
に
か
か
る
新
消
費
財
、
新
生
産
方

法
な
い
し
新
輸
送
方
法
、
新
市
場
、
新
産
業
組
織
形
態
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
「
創
造
的
破
壊
」

（

6
）
 

（
の
お
州
豆
諸

U
0
2
2
2
Zロ
）
の
過
程
こ
そ
資
本
主
義
に
つ
い
て
の
本
質
的
事
実
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
。

し
か
し
、
本
論
文
で
は
、
赤
松
や
シ
ュ
ム
ペ

l
タ
ー
の
よ
う
な
経
済
的
な
論
理
だ
け
で
動
態
的
な
変
化
が
進
む
と
は
考
え
な
い
。

む
し
ろ
、
現
代
で
は
戦
略
的
な
思
考
が
強
く
打
ち
出
さ
れ
、
政
策
が
明
白
な
意
図
を
持
っ
て
創
造
的
に
模
倣
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
な

っ
て
き
て
い
る
。
各
国
は
、
他
国
の
政
策
を
模
倣
す
る
こ
と
で
同
質
化
を
図
る
が
、
そ
の
過
程
で
異
質
化
に
つ
な
が
る
創
造
的
な
動

き
が
生
ま
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
特
に
二

O
世
紀
最
後
の
一

O
年
と
一
二
世
紀
最
初
の
一

O
年
を
牽
引
す
る
だ
ろ
う
情
報
通

222 

信
産
業
に
お
い
て
は
そ
の
こ
と
が
顕
著
に
見
ら
れ
る
。

薬
師
寺
泰
蔵
は
、
技
術
の
模
倣
が
覇
権
国
の
台
頭
に
重
要
だ
と
い
う
視
点
を
提
示
し
て
い
る
。
『
テ
ク
ノ
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
』
の
中
で

（

7
）
 

薬
師
寺
は
、
遅
れ
て
き
た
国
が
進
ん
で
い
る
国
を
エ
ミ
ュ
レ
ー
ト
（
模
倣
）
す
る
と
い
う
。
た
と
え
ば
、
英
国
が
織
物
産
業
で
先
進

的
な
技
術
を
取
得
で
き
た
の
は
、
欧
州
大
陸
の
新
教
徒
ユ
グ
ノ
ー
た
ち
の
移
民
を
取
り
入
れ
、
ブ
ラ
ン
ド
ル
地
方
の
先
端
的
な
技
術

を
エ
ミ
ュ
レ
ー
ト
し
た
か
ら
で
あ
り
、
米
国
が
技
術
大
国
と
な
っ
た
の
も
、
英
国
や
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
の
先
端
的
な
技
術
を
エ
ミ

ユ
レ
l
ト
し
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
場
合
、
「
エ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
（
0
自
己
旦
芯
ロ
）
」
は
単
な
る
模
倣
で
は
な
く
、
そ
れ
に
プ
ラ
ス
ア
ル
フ
ァ
が
加
わ
っ
た
活
動

（

8
）
 

と
な
る
。
プ
ラ
ス
ア
ル
フ
ァ
と
い
う
の
は
「
競
争
状
態
」
と
「
外
部
性
」
で
あ
る
。
競
争
状
態
と
は
、
単
に
模
倣
す
る
の
で
は
な
く
、
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先
端
的
な
技
術
を
各
国
が
奪
い
合
お
う
と
し
な
が
ら
競
争
的
に
模
倣
が
行
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
外
部
性
と
は
、
単
な
る
模

倣
で
は
な
く
何
か
外
か
ら
別
の
技
術
を
連
結
し
た
り
、
融
合
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
薬
師
寺
の
エ
ミ
ュ
レ
ー

シ
ョ
ン
は
辞
書
的
な
意
味
で
の
単
な
る
「
模
倣
」
で
は
な
い
。
新
し
い
何
か
を
作
り
だ
す
た
め
の
エ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
、
他
者
が
持

っ
て
い
な
い
何
か
を
作
り
だ
す
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

（

9
）
 

た
だ
し
、
薬
師
寺
が
「
技
術
」
に
注
目
し
た
の
に
対
し
、
本
論
文
で
は
「
政
策
」
に
注
目
し
て
い
く
。
無
論
、
技
術
の
模
倣
と
政

策
の
模
倣
は
密
接
に
結
び
つ
い
て
お
り
、
前
者
の
意
義
が
失
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
情
報
通
信
技
術
に
お
い
て
は
、

そ
の
模
倣
は
き
わ
め
て
容
易
で
あ
り
、
技
術
自
体
も
オ
ー
プ
ン
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
む
し
ろ
、
重
要
な
の
は
、
そ
れ
を
ど

う
採
用
す
る
の
か
と
い
う
視
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
政
策
の
重
要
性
が
高
ま
っ
て
き
て
い
る
。

薬
師
寺
は
、
技
術
が
導
入
さ
れ
れ
ば
そ
れ
に
応
じ
て
社
会
が
変
わ
る
と
い
う
テ
ク
ノ
パ
ラ
ダ
イ
ム
論
を
否
定
し
て
い
る
。
そ
う
で

（叩）

は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
が
適
し
た
技
術
を
選
択
す
る
と
い
う
テ
ク
ノ
ス
タ
イ
ル
論
を
主
張
し
て
い
る
。
各
国
が
主
体
的
に
ど
う

い
う
技
術
を
選
択
す
る
か
と
い
う
政
策
が
重
要
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
国
家
は
政
策
を
選
ぶ
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
な
ぜ
国
家
は
他
国
の
政
策
を
模
倣
す
る
の
か
を
考
え
る
と
き
、
単
純
に
そ
れ
が
合
理
的
な
選
択
だ
か
ら
と
規
定
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
た
と
え
ば
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
日
本
が
米
国
の
政
策
の
模
倣
を
し
た
の
は
、

G
H
Qに
よ
る
統
治
下
で
は
他

に
選
択
の
余
地
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
い
は
一
九
九
八
年
の
ア
ジ
ア
経
済
危
機
に
際
し
て
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
や
韓
国
が
国

際
機
関
で
あ
る
国
際
通
貨
基
金
（

H
E
2
5
t
g巳
冨
S
O
Sミ
司
Z
E
L宮
司
）
の
政
策
に
従
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
も
、
選
択
の

余
地
が
な
か
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

前
述
の
ド
ロ
ウ
イ
ツ
ツ
と
マ

l
シ
ユ
は
、
自
発
的
（

g
－sgミ
）
な
政
策
移
転
と
強
制
的
（
8
0
R
Z
O）
な
政
策
移
転
を
区
別
し
、

一
軸
の
上
で
そ
の
レ
ベ
ル
を
示
し
て
い
る
。
完
全
な
合
理
性
に
基
づ
く
教
訓
の
抽
出
を
左
端
と
し
、
強
制
的
な
移
転
を
右
端
と
す
る

と
、
そ
の
聞
に
左
か
ら
「
限
定
的
合
理
性
に
よ
る
教
訓
抽
出
」
、
「
自
発
的
だ
が
認
知
さ
れ
た
必
要
性
に
基
づ
く
移
転
」
、
「
義
務
的
な
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政策の模倣の類型

政策を輸出する側

の押しつけの意図

移
転
」
、
「
条
件
制
限
定

g
e件

S
E
E
d－
に
基
づ
く
移
転
」
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
モ
デ
ル
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政策を輸入する側の選択の余地

あり ｜なし

政策摩擦 ｜政策強制

選択的政策受容｜構造的政策受容

表 1

あり

なし

で
は
、
政
策
を
他
国
か
ら
移
転
す
る
側
と
、
さ
れ
る
（
さ
せ
る
）
側
の
意
図
が
必
ず
し
も
読
み
取
れ
な
い
。

そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
便
宜
的
に
政
策
の
エ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
輸
出
と
輸
入
に
見
立
て
、
そ
の
分
類
を
試

み
た
い
。
つ
ま
り
、
政
策
を
輸
入
す
る
側
に
選
択
の
余
地
が
あ
る
か
な
い
か
、
そ
し
て
、
政
策
を
輸
出
す
る

側
に
押
し
つ
け
の
意
図
が
あ
る
か
な
い
か
で
区
分
す
る
と
、
四
つ
の
類
型
が
見
え
て
く
る
（
表
1
）。

ま
ず
、
「
政
策
摩
擦
」
と
は
、
政
策
を
輸
出
す
る
側
が
押
し
つ
け
の
意
図
を
持
っ
て
い
る
も
の
の
、
輸
入

す
る
側
に
選
択
の
余
地
が
あ
る
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、
輸
入
側
は
、
輸
出
側
の
意
図
に
抵
抗
し
な
が

ら
、
主
体
的
な
選
択
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
た
め
、
政
策
を
め
ぐ
る
争
い
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。

輸
入
す
る
側
に
選
択
の
余
地
が
な
く
、
輸
出
す
る
側
に
押
し
つ
け
の
意
図
が
あ
る
パ
タ
ー
ン
が
「
政
策
強

制
」
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
な
占
領
期
に
お
け
る
政
策
の
強
制
が
こ
こ
に
入
る
だ
ろ
う
。

輸
入
す
る
側
に
選
択
の
余
地
が
な
く
、
輸
出
す
る
側
に
押
し
つ
け
の
意
図
が
な
い
パ
タ
ー
ン
が
「
構
造
的

政
策
受
容
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
構
造
的
と
い
う
意
味
は
、
生
存
の
た
め
に
は
他
に
と
る
べ
き
手
段
・
方

法
が
な
い
と
い
う
状
態
に
追
い
込
ま
れ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
意
味
で
の
グ
ロ

l
パ
リ
ゼ

ー
シ
ョ
ン
の
影
響
は
こ
こ
に
入
れ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

最
後
に
、
輸
入
側
に
選
択
の
余
地
が
あ
り
、
輸
出
側
に
押
し
つ
け
の
意
図
が
な
い
場
合
が
「
選
択
的
政
策

受
容
」
で
あ
る
。
こ
の
パ
タ
ー
ン
に
お
い
て
は
、
合
理
的
な
政
策
選
択
肢
の
検
討
が
可
能
に
な
る
。
本
論
文
で
い
う
政
策
の
エ
ミ
ュ

レ
ー
シ
ョ
ン
は
、
こ
の
選
択
的
政
策
受
容
に
も
っ
と
も
合
致
す
る
だ
ろ
う
。
他
国
の
良
い
と
思
わ
れ
る
政
策
を
模
倣
し
、
そ
こ
に
独

自
の
ア
イ
デ
ィ
ア
や
技
術
を
組
み
合
わ
せ
て
行
く
こ
と
で
よ
り
良
い
政
策
に
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。

以
下
で
は
、
こ
う
し
た
枠
組
み
か
ら
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
立
性
に
関
す
る
米
国
と
日
本
の
議
論
を
追
い
か
け
て
い
こ
う
。



米
国
に
お
け
る
議
論

二
O
O
八
年
に
米
国
大
統
領
選
挙
が
盛
り
上
が
っ
て
い
る
な
か
、
米
国
の
情
報
通
信
政
策
で
最
も
注
目
を
集
め
て
い
た
ト
ピ
ッ
ク

が
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
問
題
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
が
議
論
さ
れ
だ
し
た
の
は
遅
く
と
も
二

O
O三
年
に
さ
か
の
ぼ

る
。
こ
の
問
題
の
第
一
人
者
と
し
て
知
ら
れ
る
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
の
テ
ィ
ム
・
ウ
l

（
目
目
当
ロ
）
は
、
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
、

（

U
）
 

ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
差
別
」
と
題
し
た
論
文
を
二

O
O三
年
に
発
表
し
て
い
る
。

ウ
l
は
論
文
の
冒
頭
で
、
オ
ー
プ
ン
・
ア
ク
セ
ス
の
支
持
者
た
ち
は
、
そ
れ
を
、
競
合
す
る
コ
ン
テ
ン
ツ
と
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン

の
間
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
「
中
立
性
」
の
衰
退
を
防
ぐ
た
め
の
構
造
的
な
改
善
措
置
と
見
て
い
る
の
に
対
し
、
批
判
者
た
ち
は
、
オ

ネットワークの中立性と政策のエミュレーション

ー
プ
ン
・
ア
ク
セ
ス
規
制
を
不
必
要
だ
と
し
、
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
展
開
の
ベ

1
ス
を
遅
く
す
る
も
の
だ
と
見
な
し
て
い
る
と
指
摘
し

て
い
る
。
そ
し
て
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
を
確
保
す
る
た
め
の
望
ま
し
い
枠
組
み
は
、
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
差
別
の
直
接
的
な
監
督

の
た
め
の
構
造
的
改
善
措
置
を
差
し
控
え
る
こ
と
に
な
る
と
論
じ
て
い
る
。
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
「
非
差
別
」
体
制
の
背
後
に
あ
る
基
本

原
則
は
、
無
害
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
付
属
物
や
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
使
う
自
由
を
利
用
者
に
与
え
、
そ
れ
ら
を
提
供
す
る
た
め
に
合

致
す
る
自
由
を
イ
ノ
ベ

l
タ
l
に
与
え
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
自
由
は
政
府
の
規
制
な
し
に
成
り
立
ち
得
る
の
か
と

（ロ）

い
う
の
が
ウ

l
の
問
い
か
け
た
疑
問
で
あ
る
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
こ
れ
ま
で
持
っ
て
き
た
中
立
性
の
原
則
を
こ
れ
か
ら
も
維
持
す
べ
き
か
ど
う
か
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
議
論

が
米
国
で
は
分
か
れ
て
い
る
。
ウ
l
の
懸
念
は
、
論
文
執
筆
当
時
は
現
実
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
。
確
か
に
米
国
の
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン

ド
市
場
は

R
B
o
c
a
o包
g巳
回
色
。
宮
B
江
口
問
。
。
田
宮
巳

g）
と
呼
ば
れ
る
電
話
事
業
者
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
と
、
ケ
ー
ブ
ル
・

テ
レ
ビ
網
を
使
っ
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
サ
ー
ビ
ス
の
二
つ
に
よ
る
寡
占
状
態
に
あ
る
。
両
者
が
利
用
可
能
な
エ
リ
ア
は
ま
だ
良
い
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ほ
う
で
、
ど
ち
ら
か
片
方
の
サ
ー
ビ
ス
し
か
得
ら
れ
な
い
地
域
も
多
い
し
、
ど
ち
ら
も
な
い
地
域
も
広
大
な
米
国
の
国
土
に
お
い
て
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は
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
な
か
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
の
問
題
が
急
速
に
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
二

O
O
五
年
二
月
に

起
き
た
マ
ジ
ソ
ン
・
リ
バ

1
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ

（
冨
州
丘
町
。
ロ

E
S円。。
E
B
Z
E
S
Z。ロ
ω
）
に
よ
る
ボ
ネ
l
ジ（〈。ロωmhw）

と
い
う
I
P
電
話
（
〈
S
8
2
2
H
P
〈
。
司
）
事
業
者
の
排
除
事
件
で
あ
っ
た
。

I
P
電
話
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
サ
ー
ビ
ス
上
で
無
料
な
い
し
低
価
格
で
の
通
話
を
可
能
に
す
る
も
の
で
、
電
話
会
社
の
音
声
サ

ー
ピ
ス
と
競
合
し
て
い
る
。

ノ
l
ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
の
メ
バ
ネ
（
言
。

vgo）
に
拠
点
を
置
く
マ
ジ
ソ
ン
・
リ
バ

l
・
コ
ミ
ユ
ニ

ケ
l
シ
ョ
ン
ズ
は
音
声
サ
ー
ビ
ス
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
サ
ー
ビ
ス
の
両
方
を
提
供
し
て
い
た
が
、
利
用
者
が

I
P
電
話
を
使
っ
て

し
ま
う
と
、
音
声
サ
ー
ビ
ス
か
ら
の
収
入
が
減
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
マ
ジ
ソ
ン
・
リ
バ

l
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ
は

I
P
電

話
用
の
ポ

l
ト
を
閉
じ
て
し
ま
い
、
ボ
ネ
l
ジ
の
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
者
が
使
え
な
い
よ
う
に
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
に
つ

い
て
通
信
規
制
を
担
う
連
邦
通
信
委
員
会
（
司
包
2
巳
わ
。
B
B
E片
色
。

5
ゎ。
B
E
g
－8
泊
わ
の
）
が
調
査
を
行
っ
た
結
果
、
和
解
が

マ
ジ
ソ
ン
・
リ
バ

l
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ
は
ポ
l
ト
の
閉
鎖
を
解
除
す
る
と
と
も
に
、
連
邦
政
府
に
自
発
的
に
一

成
立
し
、

万
五
千
ド
ル
の
罰
金
を
支
払
っ
た
。

こ
の
事
件
の
後
の
二

O
O
五
年
八
月
、

F
C
C
は
「
中
立
性
四
原
則
」
と
呼
ば
れ
る
三
ペ
ー
ジ
の
政
策
声
明
（

3
E
Q
E
m
g－

s
g
g
を
発
表
し
た
。
中
立
性
四
原
則
の
目
的
は
、
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
・
コ
ン
テ
ン
ツ
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ

ン
、
サ
ー
ビ
ス
、
お
よ
び
付
属
物
の
創
出
、
採
用
、
そ
し
て
利
用
を
促
進
し
、
競
争
か
ら
生
み
出
さ
せ
る
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
消

（日）

費
者
が
得
る
思
恵
を
確
実
に
す
る
た
め
」
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

①
消
費
者
は
、
自
ら
の
選
択
に
よ
り
、
合
法
的
な
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
コ
ン
テ
ン
ツ
に
ア
ク
セ
ス
す
る
権
利
を
有
す
る
。

②
消
費
者
は
、
法
の
執
行
の
必
要
性
に
従
い
つ
つ
、
自
ら
の
選
択
に
よ
っ
て
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
サ
ー
ビ
ス
を
享
受
す
る
権
利



を
有
す
る
。

③
消
費
者
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
損
傷
を
与
え
な
い
合
法
的
な
端
末
装
置
を
自
ら
の
選
択
に
よ
っ
て
接
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

④
消
費
者
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
プ
ロ
パ
イ
ダ
l
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
＆
サ
ー
ビ
ス
・
プ
ロ
パ
イ
ダ
l
、
コ
ン
テ
ン
ツ
・
プ
ロ

バ
イ
ダ
l
間
の
競
争
を
享
受
す
る
権
利
を
有
す
る
。

こ
の
後
、
二

O
O六
年
二
一
月
、

A
T
＆
T
と
ベ
ル
サ
ウ
ス
と
い
う
通
信
事
業
者
同
士
の
大
型
合
併
が
発
表
さ
れ
る
と
、
合
併
当

事
者
の
両
社
は
自
発
的
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
を
確
保
す
る
た
め
の
条
件
を
表
明
し
、

F
C
C
は
そ
れ
ら
を
前
提
と
し
て
合
併
を

認
可
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

さ
ら
に
、
二

O
O七
年
一

O
月
に
な
る
と
、
ケ
ー
ブ
ル
・
テ
レ
ビ
大
手
の
コ
ム
キ
ャ
ス
ト
と

P
2
p
（3
2
Z
3
2）
サ
l
ピ

ネットワークの中立性と政策のエミュレーション

ス
事
業
者
の
ピ
ッ
ト
ト
レ
ン
ト
（
回
口
，
。
門
店
巴
）

の
間
で
問
題
が
生
じ
た
。

コ
ム
キ
ャ
ス
ト
は
ケ
ー
ブ
ル
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
利
用

し
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
・
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
が
、
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
で
ビ
ッ
ト
ト
レ
ン
ト
の

P

2
P
サ
ー
ビ
ス
を
使
う
利
用
者
が
帯
域
を
占
有
し
て
し
ま
い
、
他
の
利
用
者
の
邪
魔
に
な
っ
て
い
る
と
し
て
、
ピ
ッ
ト
ト
レ
ン
ト
の

P
2
P
サ
ー
ビ
ス
を
遅
く
す
る
と
い
う
措
置
を
コ
ム
キ
ャ
ス
ト
が
と
っ
た
の
だ
。

こ
の
問
題
は
、
多
く
の
論
客
を
巻
き
込
ん
だ
論
争
に
な
っ
た
が
、
二

O
O
八
年
八
月
、

F
C
C
は
裁
定
を
下
し
た
。
そ
の
中
で

F

ハし
F
し
叫
um

、
コ
ム
キ
ャ
ス
ト
の
不
当
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
管
理
慣
行
を
や
め
さ
せ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
し
、
一
定
の
猶
予
期
間
は
与
え

（

M
）
 

コ
ム
キ
ャ
ス
ト
が
実
際
に
そ
れ
を
や
め
る
よ
う
監
視
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
強
い
調
子
で
書
い
て
い
る
。
コ
ム
キ
ャ

る
も
の
の
、

ス
ト
は
こ
の
裁
定
を
受
け
入
れ
、
こ
れ
ま
で
の
措
置
を
や
め
る
と
し
た
が
、
し
か
し
、

F
C
C
が
こ
の
よ
う
な
裁
定
を
下
す
権
限
は

持
っ
て
い
な
い
と
し
て
、
訴
訟
を
起
こ
す
こ
と
に
し
た
。
政
府
が
こ
の
問
題
に
介
入
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、

ト
は
そ
も
そ
も
介
入
す
る
権
限
が
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。

コ
ム
キ
ャ
ス
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表2 第109議会におけるネットワーク中立性関連法案

法案番号 筆頭提出者 主な法案内容 結果

S. 2360 Ron Wyden （民主） インターネットの二重構造化の阻止。 廃案

s. 2917 Olympia J. Snowe インターネットの二重構造化の阻止。 廃案

（共和）

H. R. 5417 F. James Sensenbr・e-独占禁止をネットの中立性に拡大。 廃案

nner, Jr. （共和）

H. R. 5273 Edward J. Markey インターネットの二重構造化の限止。 廃案

（民主）

H. R. 5252 Joe Barton （共和） FCCに違反行為を取り締まる権限を 廃案

与える。

S. 2686 Ted Stevens （共和） FCCが調査、検討を行う。 廃案

出典 http:/ /japan.cnet.com/ news/ media/ story /0,2000056023,20124107 -2,00.htmを修正。

表3 第110議会におけるネットワーク中立性関連法案

法案番号 筆頭提出者 主な法案内容 結果

H. R. 5353 Edward J. Markey ネットワーク事業者による不当な干渉 廃案

（民主） や差別を阻止。

S. 215 Byron L. Dorgan ブロードバンド事業者に中立性の義務 廃案

（民主） を負わせる。

H. R. 5994 John Conyers, Jr. 合理的かっ非差別的な条件でブロード 廃案

（民主） バンドを提供させる。

出典 http:/ /thomas.loc.gov Iを元に筆者作成。

表4 第111識会におけるネットワーク中立性関連法案

法案番号｜ 筆頭提出者 ｜ 主な法案内容 ｜ 結果

H. R. 3458 I Edward J. Markey ｜国家的ブロードバンド政策を樹立｜エネルギ

（民主） ｜し、消費者の権利を保護し、投資｜ー・商業

とイノベーションを促進する。 ｜委員会で

審議中

出典 http://thomas.loc.gov／を元に筆者作成。
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こ
れ
ら
の
事
件
を
背
景
に
し
て
、
連
邦
議
会
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
に
関
す
る
法
案
を
い
く
つ
か
提
出
し
た
。
ま
ず
第
一

O
九

議
会
（
二

O
O
五
年
一
月
か
ら
二

O
O七
年
一
月
）
で
は
、
少
な
く
と
も
表
2
の
よ
う
な
法
案
が
提
出
さ
れ
た
。
し
か
し
、
い
ず
れ
も

廃
案
に
終
わ
っ
て
い
る
。
第
一

O
九
議
会
の
下
院
は
共
和
党
が
過
半
数
を
占
め
て
お
り
、
採
決
に
か
け
る
に
至
っ
た
法
案
も
共
和
党

の
反
対
多
数
に
よ
り
否
決
さ
れ
て
い
る
。

第
一
一

O
議
会
（
二

O
O
七
年
一
月
か
ら
二

O
O九
年
一
月
）
で
は
、
三
つ
の
法
案
（
表
3
）
が
主
要
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
関

連
法
案
と
な
っ
た
が
、
や
は
り
ど
れ
も
成
立
す
る
こ
と
な
く
廃
案
と
な
っ
た
。
国
・
同
・

8
g
は、

エ
ド
ワ
ー
ド
・
マ

l
キ
l

（何色

d
E
E
』
・
冨
R
w
a）
下
院
議
員
（
民
主
党
一
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
）
が
第
一

O
九
議
会
で
提
出
し
た
出
・
同
－

saよ
り
も
ト
l

（日）

ン
を
弱
め
、
規
制
色
を
薄
め
よ
う
と
し
て
い
た
が
、
結
局
は
廃
案
に
な
っ
た
。

オ
バ
マ
政
権
が
成
立
し
て
か
ら
の
第
一
一
一
議
会
（
二

O
O九
年
一
月
か
ら
二

O
一
一
年
一
月
ま
で
）
で
は
、
二

O
O
九
年
八
月
現

ネットワークの中立性と政策のエミュレーション

在
、
表
4
の
よ
う
に
一
本
だ
け
関
連
法
案
が
出
さ
れ
て
い
る
。
提
出
者
は
マ

l
キ
l
下
院
議
員
で
あ
る
。
法
案
番
号
は
国
・
同
・

2
g

で
、
法
案
の
タ
イ
ト
ル
は
「
国
家
的
な
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
政
策
を
樹
立
し
、
消
費
者
の
権
利
を
保
護
し
、
投
資
と
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

を
加
速
さ
せ
る
な
ど
関
連
す
る
目
的
の
た
め
に
一
九
三
四
年
通
信
法
を
改
正
す
る
法
案
」
と
な
っ
て
い
る
。
本
論
文
執
筆
時
点
で
は

こ
の
法
案
が
ど
の
よ
う
な
運
命
を
た
ど
る
の
か
分
か
ら
な
い
。

こ
う
し
た
法
案
を
め
ぐ
る
構
図
は
次
の
よ
う
に
言
え
る
だ
ろ
う
。
ま
ず
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
サ
ー
ビ
ス
の
品
質
の
維
持
・
向
上
を

理
由
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
制
御
（
あ
る
い
は
差
別
）
を
主
張
す
る
電
話
会
社
や
ケ
ー
ブ
ル
事
業
者
（
具
体
的
に
は
A
T
＆
T
や
ベ
ラ
イ

ゾ
ン
、
コ
ム
キ
ャ
ス
ト
な
ど
）
が
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
ネ
ッ
ト
企
業
（
具
体
的
に
は
グ
l
グ
ル
、
ヤ
フ
l
！
、
マ
イ
ク
ロ
ソ
フ
ト
な
ど
）

は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
自
由
を
脅
か
す
と
反
対
し
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
に
関
す
る
法
整
備
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

こ
こ
で
ね
じ
れ
て
い
る
の
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
管
理
を
し
た
い
側
が
法
整
備
を
求
め
て
い
る
の
で
は
な
く
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

自
由
に
し
て
お
き
た
い
側
が
法
整
備
を
求
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
議
会
に
提
出
さ
れ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
法
案
の
ほ
と
ん
ど
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は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
中
立
に
し
て
お
く
こ
と
を
法
的
に
求
め
る
と
い
う
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
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こ
う
し
た
構
図
の
中
で
、
法
整
備
に
反
対
す
る
電
話
会
社
や
ケ
ー
ブ
ル
事
業
者
の
側
に
つ
い
て
い
る
の
が
共
和
党
で
あ
る
。
共
和

党
議
員
た
ち
は
、
そ
う
し
た
規
制
が
必
要
か
ど
う
か
も
は
っ
き
り
せ
ず
、
法
律
で
決
め
る
の
は
時
期
尚
早
だ
と
論
じ
た
。
こ
れ
に
対

し
、
民
主
党
議
員
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
を
確
保
す
る
法
案
に
一
丸
と
な
っ
て
賛
成
し
て
き
た
。

オ
バ
マ
政
権
が
二

O
O九
年
一
月
に
成
立
し
て
か
ら

F
C
C委
員
長
指
名
に
時
間
が
か
か
り
、
新
委
員
長
が
実
質
的
な
仕
事
を
始

一
O
月
二
二
日
に
な
っ
て

F
C
C
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
に
関
す
る
規
制
の
草
案
を
発
表

め
た
の
は
七
月
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、

し
た
。
こ
れ
は
、
従
来
の
四
原
則
は
消
費
者
が
主
語
に
な
っ
て
い
た
が
、
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
サ
ー
ビ
ス
事

業
者
が
主
語
に
な
っ
た
。
内
容
的
に
は
従
来
の
四
つ
の
原
則
に
新
た
に
二
つ
が
加
わ
る
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
草
案
に
対
す
る
一
般

か
ら
の
意
見
が
、
二

O
一
O
年
一
月
一
四
日
ま
で
受
け
付
け
ら
れ
、
三
月
五
日
に

F
C
C
か
ら
の
回
答
が
発
表
さ
れ
る
見
通
し
と
な

（日）

っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
原
則
が
す
ぐ
に
強
い
規
制
に
つ
な
が
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
オ
パ
マ
政
権
の
姿
勢
を
示
す
も
の
と
な
る
だ
ろ

、つノ
O米

国
で
は
、
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
は
電
話
事
業
者
が
提
供
す
る
も
の
か
、
ケ
ー
ブ
ル
事
業
者
が
提
供
す
る
も
の
に
ほ
ぼ
限
ら
れ
て
い

る
。
そ
う
す
る
と
、
競
争
は
限
定
的
に
な
り
、
利
用
者
は
日
本
に
比
べ
て
割
高
で
ス
ピ
ー
ド
の
遅
い
サ
ー
ビ
ス
を
購
入
さ
せ
ら
れ
て

い
る
。
実
際
、
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
と
い
い
な
が
ら
、
米
国
の
サ
ー
ビ
ス
は
毎
秒
一
メ
ガ
ピ
ッ
ト
に
達
し
な
い
も
の
も
多
い
。
こ
う
し

た
現
状
で
は
、
電
話
事
業
者
で
あ
れ
ケ
ー
ブ
ル
事
業
者
で
あ
れ
、
利
用
者
が
ス
イ
ッ
チ
す
る
可
能
性
が
低
く
な
る
。
そ
の
た
め
、
事

業
者
は
自
分
た
ち
の
裁
量
で
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
「
管
理
」
を
す
る
欲
求
に
駆
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
余
計
に
お
金
を
払
っ
て
く
れ
る

人
に
よ
り
良
い
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
た
り
、
逆
に
帯
域
を
占
拠
す
る
利
用
者
や
サ
ー
ビ
ス
を
ブ
ロ
ッ
ク
し
た
り
す
る
。
無
論
、
そ
の

背
後
に
は
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
構
築
の
た
め
の
コ
ス
ト
問
題
が
あ
る
も
の
の
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
独
占
に
近
い
立
場
を
め
ぐ

る
問
題
が
米
国
の
議
論
を
占
め
て
い
る
。



ネットワークの中立性と政策のエミュレーション

ネットワークの中立性に関する懇談会の会合

~~口』 開催日 会合時間 内容

第 1回 2006年11月15日 2時間 事務局からの説明、議論、検討の進め方に

ついての合意

第2回 2006年12月19日 2時間25分 懇談会オブザーパによるプレゼンテーショ

ンと議論

第3回 2007年1月24日 2時間30分 懇談会オブザーパによるプレゼンテーショ

ンと議論

第4回 2007年2月28日 2時間30分 懇談会オブザーバによるプレゼンテーショ

ンと議論

第5回 2007年3月14日 2時間20分 懇談会オブザーバによるプレゼンテーショ

ンと議論

第6回 2007年4月19日 2時間20分 事務局より主要論点案について説明と議論

第7回 2007年6月20日 1時間30分 事務局より報告書案について説明と議論

第8回 2007年9月19日 1時間10分 事務局から報告書案およびパブリック・コ

メントについて報告、自由討議

表5

し
た
が
っ
て
、
利
用
者
に
直
結
す
る
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
を
管
理

し
て
い
な
い
グ
l
グ
ル
や
ヤ
フ
l
！、

マ
イ
ク
ロ
ソ
フ
ト
と
い
っ
た
ネ
ツ

ト
企
業
か
ら
す
れ
ば
、

で
き
る
だ
け
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
オ
ー
プ
ン
に
し
て

お
い
た
ほ
う
が
良
い
。
こ
こ
で
、
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
事
業
者
と
コ

ン
テ
ン
ツ
／
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
事
業
者
と
の
聞
の
対
立
が
ネ
ッ
ト
ワ
l

ク
の
中
立
性
問
題
と
し
て
登
場
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
構
図
は
、
実
は
日
本
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
。

同
じ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
立
性
と
い
い
な
が
ら
、
日
本
で
は
違
う
議
論
が

展
開
さ
れ
た
。
そ
れ
を
次
章
で
は
見
て
い
こ
う
。

四

日
本
に
お
け
る
議
論

日
本
の
総
務
省
は
、
米
国
で
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
に
関
す
る
議
論

の
高
ま
り
を
受
け
て
、
二

O
O六
年
一
一
月
か
ら
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中

立
性
に
関
す
る
懇
談
会
」
を
開
始
し
、
全
八
回
の
会
合
（
衰
5
）
を
開
催

（口）
し
た
。
米
国
で
の
議
論
を
受
け
て
聞
か
れ
た
こ
の
懇
談
会
だ
が
、
議
院
内

閣
制
の
日
本
で
は
国
会
に
法
案
が
た
く
さ
ん
提
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は

な
い
。
法
案
と
し
て
固
ま
る
前
に
各
省
庁
や
内
閣
法
制
局
で
法
案
が
厳
し

く
精
査
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
実
質
的
な
政
策
ア
イ
デ
ィ
ア
は
、
懇
談
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会
や
審
議
会
な
ど
を
通
じ
て
議
論
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
口
こ
こ
で
は
懇
談
会
で
の
議
論
を
通
じ
て
日
本
に
お
け
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
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立
性
を
め
ぐ
る
議
論
を
追
い
か
け
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
懇
談
会
が
ま
と
め
た
報
告
書
の
目
次
を
見
て
み
よ
う
。

第
一
章

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
立
性
に
関
す
る
基
本
的
視
点

第
二
章

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
コ
ス
ト
負
担
の
公
平
性

第
三
章

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
利
用
の
公
平
性

第
四
章

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
立
性
に
関
す
る
そ
の
他
の
検
討
課
題

第
五
章

望
ま
し
い
政
策
展
開
の
方
向
性

ド
ミ
ナ
ン
ト
規
制
の
見
直
し
と
競
争
評
価
の
活
用
の
在
り
方

補
論

資
料
A

（
参
考
資
料
）

資
料
B
（
報
告
書
案
に
対
す
る
意
見
招
請
結
果
及
び
こ
れ
に
対
す
る
考
え
方
）

資
料
C
（
そ
の
他
）

資
料
D

（
用
語
集
）

構
成
と
し
て
は
分
か
り
ゃ
す
い
。
第
一
章
で
基
本
的
視
点
と
し
て
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
コ
ス
ト
負
担
の
公
平
性
」
と
「
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
の
利
用
の
公
平
性
」
を
解
説
し
、
そ
れ
ぞ
れ
を
第
二
章
と
第
三
章
で
論
じ
、
第
四
章
で
そ
の
他
の
検
討
課
題
、
第
五
章
で
結
論

を
述
べ
る
と
い
う
枠
組
み
で
あ
る
。

し
か
し
、
中
身
を
読
み
進
め
て
い
く
う
ち
に
、
米
国
と
の
議
論
と
の
大
き
な
違
い
を
感
じ
る
の
は
、
次
世
代
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

（

Z
O
M

件。g2mwE。ロ
Z
2
4『。円】内一
Z
の
Z
）
の
議
論
が
大
き
な
割
合
を
占
め
て
い
る
点
で
あ
る
。

N
G
N
は
N
T
T
な
ど
が
今
後
構
築

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
テ
レ
コ
ム
な
ど
が
取
り
組
ん
で
い
る
が
、
米
国

し
て
い
く
新
し
い
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ
り
、



で
は
ほ
ぼ
全
く
議
論
さ
れ
て
い
な
い
。
米
国
で
は
ア
ク
セ
ス
系
の
光
フ
ァ
イ
バ
構
築
に
苦
し
ん
で
お
り
、
な
か
な
か
そ
う
し
た
未
来

へ
の
投
資
を
考
え
る
段
階
に
な
い
。
そ
れ
に
対
し
日
本
で
は
全
国
的
な
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
展
開
が
ほ
ぼ
終
わ
り
、
次
の
段
階
へ
の
構

想
が
活
発
化
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
立
性
の
議
論
が
、

N
G
N
の
接
続
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
議
論
に
置
き

換
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。

無
論
、
報
告
書
は
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
次
世
代
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
明
確
に
区
別
し
て
議
論
を
行
う
必
要
が
あ
る
」
（
報
告
書
六

ペ
ー
ジ
）
と
し
て
お
り
、

N
G
N
は
「
従
来
の
キ
ャ
リ
ア
（
通
信
事
業
者
）
網
を

I
P
ベ
l
ス
で
再
構
築
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ

り、

Q
o
S及
、
ぴ
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
を
サ
ー
ビ
ス
付
与
機
能
に
お
い
て
実
現
す
る
キ
ャ
リ
ア
管
理
型
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ
る
と
い
う

特
性
を
有
す
る
」
（
同
七
ペ
ー
ジ
）
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
実
質
的
に
報
告
書
の
第
三
章
の
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
利
用
の
公
平
性
」

は
N
G
N
を
め
ぐ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
接
続
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
、
米
国
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
の
議
論
と
は
ず
い
ぶ
ん
距
離
の
あ

ネットワークの中立性と政策のエミュレーション

る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
当
初
か
ら
総
務
省
の
事
務
局
側
が
想
定
し
て
い
た
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
懇
談
会
の
議
事
要
旨
が

公
開
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
た
ど
っ
て
み
よ
う
。
会
合
の
概
要
は
表
5
の
通
り
で
あ
る
。

N
G
N
に
つ
い
て
の
議
論
は
、
第
一
回
会
合
で
事
務
局
か
ら
配
布
さ
れ
た
「
資
料
1
1
1

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
立
性
を
巡
る
議

論
の
現
状
」
と
い
う
ス
ラ
イ
ド
四

O
枚
の
資
料
の
中
で
は
三
カ
所
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
ま
ず
、

N
T
T
の
取
り
組
み

と
し
て
「
次
世
代
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
端
末
機
器
か
ら
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
ま
で
一
貫
し
て
I
P
化
し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
）
を
構
築
」
と
い
う
一

行
が
入
っ
て
お
り
、
第
二
に
、
図
解
資
料
の
中
に
「
N
G
N
」
と
い
う
言
葉
が
入
り
、
最
後
の
ス
ラ
イ
ド
に
「
そ
の
他
の
検
討
課

題
」
と
し
て
「
N
G
N
と

J
v
o
Z
Z
2
2
3
の
関
係
」
と
い
う
項
目
が
入
っ
て
い
る
。

N
G
N
が
中
心
的
な
議
論
に
な
る
よ
う
に

は
見
え
な
い
。

し
か
し
、
自
由
討
議
に
お
い
て
は
す
ぐ
に
触
れ
ら
れ
て
お
り
、
「
今
回
改
め
て
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
立
性
と
い
う
問
題
を
議
論
す

N
T
T
の
N
G
N
以
外
の
も
の
も
含
め
る
の
か
、
移
動
体
ま
で

233 

る
際
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
長
距
離
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
ま
で
含
め
る
か
、



視
野
に
入
れ
る
の
か
等
、
ど
こ
に
フ
ォ
ー
カ
ス
を
置
く
の
か
が
難
し
い
」
と
い
う
構
成
員
の
発
言
が
あ
る
。
さ
ら
に
は
「
ネ
ッ
ト
ワ
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N
G
N
の
機
能
を
ど
の
よ
う
に
オ
ー
プ
ン
に
し
て
い
く
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
議
論
が
必

要
で
は
な
い
か
」
と
い
う
意
見
も
出
て
い
る
。
他
に
も
も
ち
ろ
ん
論
点
は
出
て
い
る
が
、
出
席
し
た
一

O
人
の
構
成
員
の
う
ち
二
人

ー
ク
の
中
立
性
の
議
論
に
お
い
て
、

が
N
G
N
に
言
及
し
た
こ
と
に
な
る
。

第
二
回
か
ら
第
五
固
ま
で
の
四
回
の
会
合
で
は
、
オ
ブ
ザ
ー
バ
か
ら
の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
と
議
論
と
い
う
形
で
進
め
ら
れ
た
。

第
二
回
の
会
合
で
は
、

N
T
T
の
有
馬
彰
取
締
役
か
ら
の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
議
論
の
前
半
で
数
回

N
G
N
へ
の
言
及
が
あ
っ
た
。
第
三
回
の
会
合
で
は
、

P
2
P
を
め
ぐ
る
議
論
が
中
心
に
な
り
、

N
G
N
に
つ
い
て
は
簡
単
な
言
及

が
あ
っ
た
が
、
注
目
さ
れ
る
ト
ピ
ッ
ク
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
第
四
回
の
会
合
で
は
、
最
初
に
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
し
た
社
団

法
人
テ
レ
コ
ム
サ
ー
ビ
ス
協
会
の
滝
津
光
樹
幹
事
会
議
長
が
冒
頭
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と

N
G
N
を
区
別
し
て
議
論
す
べ
き
か
等
、

N
G
N
の
目
指
す
べ
き
姿
（
ビ
ジ
ョ
ン
）
に
関
す
る
意
識
あ
わ
せ
が
必
要
で
は
な
い
か
」
と
述
べ
る
な
ど
、
何
度
か

N
G
N
に
つ
い

て
の
発
言
が
あ
っ
た
。
議
論
の
中
で
総
務
省
も
「
N
G
N
で
、
国
際
的
に
日
本
が
ど
の
よ
う
に
ふ
る
ま
う
か
は
重
要
な
問
題
」
と
発

言
し
て
い
る
。

第
五
回
の
会
合
で
は
、
最
初
の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を

K
D
D
I
の
沖
中
秀
夫
執
行
役
員
技
術
渉
外
室
長
が
行
い
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
と

N
G
N
の
違
い
を
整
理
し
た
上
で
、
「
N
G
N
は
Q
o
Sを
キ
ャ
リ
ア
が
負
担
す
る
た
め
、

マ
ネ
l
ジ
ド
・
ネ
ッ
ト
ワ

l

ク
の
コ
ン
セ
プ
ト
を
崩
さ
な
い
範
囲
で
し
か
レ
イ
ヤ
ー
間
の
オ
ー
プ
ン
化
が
で
き
な
い
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
他
に
も
何
回
か

N
G

N
に
つ
い
て
の
言
及
が
見
ら
れ
た
。

第
六
回
の
会
合
は
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
整
理
し
、
主
要
論
点
案
に
つ
い
て
事
務
局
か
ら
説
明
が
あ
っ
た
後
、
議
論
が
行
わ
れ
た
。

主
要
論
点
案
の
配
布
資
料
を
見
る
と
、
「
次
世
代
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
関
す
る
利
用
の
公
平
性
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
基
本
的
に
ビ
ジ

ネ
ス
モ
デ
ル
の
構
築
は
各
事
業
者
の
経
営
判
断
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
特
定
の
レ
イ
ヤ
ー
に
お
け
る
市
場
支
配
力
が
他
の
レ
イ
ヤ



ー
に
影
響
を
及
ぼ
す
場
合
を
中
心
に
、
競
争
阻
害
的
な
行
為
を
防
止
す
る
た
め
の
公
正
競
争
確
保
の
た
め
の
ル

l
ル
の
在
り
方
に
つ

い
て
検
討
が
必
要
で
は
な
い
か
」
と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
る
（
資
料
6
｜
1

主
要
論
点
（
案
）
七
ペ
ー
ジ
）
。
ま
た
、
第
三
章
の
二

番
目
の
論
点
と
し
て
「
次
世
代
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
係
る
接
続
ル

l
ル
の
在
り
方
」
が
入
れ
ら
れ
、
か
な
り
の
分
量
で
記
述
さ
れ
て
い

る
（
資
料
6
1
1

主
要
論
点
（
案
）

一五

1
一
七
ペ
ー
ジ
）
。

ま
た
、
議
論
の
中
で
は
散
発
的
に

N
G
N
へ
の
言
及
が
行
わ
れ
た
が
、
最
後
に
近
い
と
こ
ろ
で
、
以
下
の
よ
う
な
や
り
と
り
が
あ

っ
た
。

ネットワークの中立性と政策のエミュレーション

（
構
成
員
）

N
G
N
の
移
行
に
つ
い
て
は
、
ア
ク
セ
ス
が

N
G
N
に
な
っ
た
と
き
に
も
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
と
し
て
の
レ
ガ
シ
l
な
I
S
P
サ

ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
人
も
い
る
が
、

N
G
N
へ
か
け
る
バ
イ
ア
ス
が
不
当
な
場
合
、
不
健
全
で
あ
ろ
う
。
ほ
か
の
サ
ー
ビ
ス
が
同
じ
よ
う
な

可
能
性
を
出
せ
る
ル

1
ル
を
作
る
必
要
が
あ
る
。
消
費
者
か
ら
見
る
と
、
イ
コ
ー
ル
フ
ッ
テ
ィ
ン
グ
で
き
る
よ
う
ル
l
ル
作
り
を
。

（
総
務
省
）
日
本
の
場
合
、

N
T
T
が
提
供
す
る
伝
送
サ
ー
ビ
ス
と

I
S
P
と
は
分
か
れ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
の
ベ
ラ
イ
ゾ
ン
は

I
S
P
が

バ
ン
ド
ル
さ
れ
て
い
る
。
日
本
の
方
が
ア
ン
バ
ン
ド
ル
化
が
で
き
て
い
る
の
で
、
こ
れ
が
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
の
競
争
を
生
み
出
す
要
素
の
一

つ。

N
G
N
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
消
費
者
が
選
べ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
重
要
で
、
議
論
の
対
象
に
な
る
。

日
米
の
違
い
を
述
べ
た
点
は
重
要
で
あ
る
。
日
本
で
は
現
行
の
枠
組
み
で
は

N
T
T
が
直
接
I
S
P
（Z
Z
B
Z
F
2片
。
却
。
．

1
号
叫
）
に
は
な
っ
て
い
な
い
が
、
米
国
で
は

N
T
T
に
相
当
す
る
ベ
ラ
イ
ゾ
ン
が

I
S
P
業
務
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
違
い
が
日

本
の
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
市
場
に
競
争
を
生
み
出
し
た
と
い
う
指
摘
は
多
い
。
と
こ
ろ
が
、

N
G
N
に
な
る
と
こ
う
い
う
枠
組
み
が
崩

れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
点
で
、
米
国
の
よ
う
な
状
態
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
が
こ
こ
で
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
の
流
れ
を
見
る
と
、
第
二
回
か
ら
第
六
回
の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
と
議
論
の
中
で

N
G
N
が
何
度
も
取
り
上
げ
ら
れ
、

こ
の
問
題
が
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
と
の
関
係
で
言
及
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
事
務
局
側
で
は
報
告
書
の
中
に
そ
れ
な
り
の
分
量
を
割

（時）

い
て
盛
り
込
む
こ
と
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
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そ
し
て
二
カ
月
の
聞
を
置
い
て
聞
か
れ
た
第
七
回
の
会
合
で
は
事
務
局
か
ら
報
告
書
案
が
示
さ
れ
、
そ
れ
に
つ
い
て
議
論
が
行
わ

れ
た
。
今
回
は
九
O
分
と
会
合
の
時
間
が
短
く
、
議
事
要
旨
も
二
ペ
ー
ジ
と
短
い
。

N
G
N
に
つ
い
て
の
言
及
は
一
回
に
と
ど
ま
っ

236 

て
い
る
。
し
か
し
、
報
告
書
案
の
中
に
は
、
前
回
の
主
要
論
点
案
に
沿
っ
て

N
G
N
に
関
す
る
記
述
が
多
く
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

第
八
回
の
会
合
で
は
、
前
回
の
議
論
を
受
け
て
修
正
さ
れ
た
報
告
書
案
に
つ
い
て
の
議
論
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
中
で

N
G
N
と
の

関
連
で

N
T
T
の
経
営
戦
略
へ
の
注
文
が
構
成
員
か
ら
出
て
い
る
が
、
報
告
書
の
大
幅
な
書
き
直
し
に
つ
な
が
る
も
の
で
は
な
か
っ

た
。
こ
こ
で
の
議
論
を
踏
ま
え
て
修
正
は
座
長
に
一
任
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
総
務
省
の
懇
談
会
に
お
い
て
は
、
当
初
そ
れ
ほ
ど
注
目
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

N
G
N
が
、
議
論
の
結
果
、
報
告

書
の
中
で
重
要
な
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
点
が
米
国
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
の
議
論
と
最
も
違
う
点
で
あ
り
、
両

国
の
市
場
構
造
の
違
い
を
表
す
点
に
も
な
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た

N
G
N
の
議
論
の
背
後
に
う
か
が
え
る
の
は
、

N
G
N
に
対
し
て
新
た
な
規
制
を
入
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

報
告
書
の
中
で
は
、
米
国
の

F
C
C
の
政
策
声
明
で
示
さ
れ
た
中
立
性
四
原
則
と
よ
く
似
た
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
立
性
に
関
す
る

三
原
則
」
が
示
さ
れ
た
。

①
消
費
者
が
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
I
P
網
）
を
柔
軟
に
利
用
し
て
、

コ
ン
テ
ン
ツ
・
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
レ
イ
ヤ
ー
に
自
由
に
ア
ク

セ
ス
可
能
で
あ
る
こ
と

②
消
費
者
が
法
令
に
定
め
る
技
術
標
準
に
合
致
し
た
端
末
を
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
I
P
網
）
に
自
由
に
接
続
し
、
端
末
間
の
通
信
を

柔
軟
に
行
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と

③
消
費
者
が
通
信
レ
イ
ヤ
ー
及
び
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
レ
イ
ヤ
ー
を
適
正
な
対
価
で
公
平
に
利
用
可
能
で
あ
る
こ
と
。



こ
の
三
原
則
は
、
前
掲
の

F
C
C
の
四
原
則
か
ら
一
つ
減
っ
て
い
る
も
の
の
、
よ
く
似
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
項
目
数
が
違
っ

て
も
、
全
体
的
に
言
わ
ん
と
し
て
い
る
こ
と
は
共
通
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
原
則
は
、
政
府
が
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
を
理
由
に
規
制

を
強
め
る
、
干
渉
を
高
め
る
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
報
告
書
の
一
一
ペ
ー
ジ
に
は
「
規
制
の
最
小
化
」
と
い
う

言
葉
も
見
ら
れ
る
。

し
か
し
、
同
時
に
、
将
来
的
な
規
制
の
新
設
の
余
地
を
残
し
た
記
述
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
コ

ス
ト
負
担
の
公
平
性
に
つ
い
て
、
「
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
補
完
す
る
た
め
の
方
策
の
必
要
性
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
必
要
が
あ
る
」

（
報
告
書
八
ペ
ー
ジ
）
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
ま
た
、
報
告
書
の
中
で
帯
域
制
御
の
導
入
の
可
能
性
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
こ
で
は
「
I
S
P等
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
つ
い
て
一
定
の
監
査
（

g
e
s
を
行
う
制
度
を
設
け
、

一
定
の
基
準
を
満
足
す
る

I
S
P等
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
認
定
す
る
仕
組
み
を
設
け
る
こ
と
も
検
討
に
値
す
る
」
（
報
告
書
二
八
1
二
九
ペ
ー
ジ
）
と
の
記
述
が

ネットワークの中立性と政策のエミュレーション

あ
る
。直

接
的
に
規
制
導
入
を
う
た
っ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
細
か
い
点
を
あ
げ
つ
ら
う
べ
き
で
は
な
い
か

も
し
れ
な
い
D

し
か
し
、
規
制
を
そ
も
そ
も
入
れ
る
べ
き
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
活
発
な
議
論
が
行
わ
れ
て
い
る
米
国
と
の

差
は
感
じ
ら
れ
る
。

米
国
と
は
違
っ
て
、
日
本
で
は

I
S
P
が
コ
ス
ト
負
担
を
コ
ン
テ
ン
ツ
・
プ
ロ
パ
イ
ダ
l
や
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
バ
イ
ダ

ー
に
求
め
た
と
い
う
事
例
は
聞
か
れ
な
い
。
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
ト
ラ
フ
ィ
ッ
ク
が

P
2
P
に
よ
っ
て
占
拠
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

従
量
制
課
金
の
可
能
性
を
指
摘
す
る
声
は
聞
か
れ
た
が
、
あ
く
ま
で
利
用
者
か
ら
必
要
な
料
金
を
得
る
か
と
い
う
議
論
に
な
っ
て
い

る

N
G
N
に
つ
い
て
よ
り
多
く
の
時
間
が
割
か
れ
た
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
現
在
の
日
本
の
市
場
で
は

I
S
P
聞

の
競
争
が
働
い
て
い
る
た
め
、
独
占
的
な
地
位
の
濫
用
に
よ
る
ア
ク
セ
ス
差
別
・
妨
害
な
ど
は
起
き
に
く
い
。
し
か
し
、

N
G
N
に

そ
れ
よ
り
も
、
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お
い
て

N
T
T
が
独
占
的
な
地
位
を
築
く
よ
う
に
な
っ
た
と
き
、
状
況
が
変
わ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
漠
と
し
た
懸
念
の
声
が
聞

か
れ
た
。

N
T
T
か
ら
見
れ
ば
自
社
の
投
資
に
よ
っ
て
新
た
に
築
い
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
必
要
以
上
に
安
く
開
放
し
た
く
は
な
い
だ

ろ
う
。
ま
だ
そ
こ
に
適
正
な
相
互
接
続
の
方
法
が
確
立
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
こ
う
し
た
懸
念
の
声
が
出
て
き
て
い
る
。
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五

お
わ
り
に

日
米
両
国
で
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
原
則
は
、
数
こ
そ
違
う
が
、
内
容
は
よ
く
似
て
い
る
。
こ
れ
は
選
択
的
政
策
受
容
と
し
て
の
政

策
の
エ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
行
わ
れ
た
結
果
だ
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。
実
際
、
総
務
省
の
事
務
局
が
用
意
し
た
資
料
の
多
く
や
懇

談
会
報
告
書
に
は
米
国
や
欧
州
、
あ
る
い
は
韓
国
の
事
例
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
政
策
の
エ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
行
わ
れ

て
い
る
。

N
G
N
の
存
在
が
日
米
の
議
論
の
ス
コ
ー
プ
を
大
き
く
変
え
て
し
ま
っ
て
い
る
。
同
じ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
立
性
と
い

う
問
題
を
論
じ
て
い
な
が
ら
、
そ
の
内
容
が
異
な
る
結
果
に
な
っ
て
い
る
。
総
務
省
は
規
制
を
最
小
限
に
す
る
と
し
、
新
た
な
規
制

し
か
し
、

を
積
極
的
に
は
打
ち
出
し
て
い
な
い
が
、
そ
の
可
能
性
も
完
全
に
は
排
除
し
て
い
な
い
。

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
立
性
は
、
本
質
的
に
は
グ
ロ
ー
バ
ル
に
な
り
得
る
問
題
で
あ
る
。
今
の
と
こ
ろ
、
各
国
の
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ

ク
チ
ャ
は
国
内
市
場
に
閉
じ
こ
も
っ
た
形
で
構
築
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
コ
ン
テ
ン
ツ
や
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
世
界
で
は
、
グ

ロ
ー
バ
ル
な
流
れ
が
当
然
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
ユ

l
チ
ュ
ー
ブ
（
J

円
。
臣
、
『

g
g）
に
日
本
の
コ
ン
テ
ン
ツ
が
た
く
さ
ん
載
り
、
太

平
洋
間
の
ト
ラ
フ
ィ
ッ
ク
を
増
加
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
、

ク
ラ
ウ
ド
・
コ
ン
ピ
ュ
ー
テ
ィ
ン
グ
の
進
展
に
よ
っ
て
、
日
本
企
業
の
デ

ー
タ
が
米
国
や
他
の
国
々
と
の
間
で
頻
繁
に
や
り
と
り
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
際
、
何
ら
か
の
差
別
的
な
ト
ラ
フ
イ
ツ

ク
制
御
が
行
わ
れ
れ
ば
、
国
際
的
な
問
題
に
な
り
得
る
。
そ
う
し
た
問
題
が
起
き
れ
ば
、
当
事
国
の
政
府
は
規
制
や
政
策
の
協
議
・



す
り
あ
わ
せ
を
行
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
こ
で
政
策
摩
擦
や
政
策
の
エ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

本
論
文
の
分
析
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
立
性
と
い
う
一
つ
の
事
例
に
つ
い
て
で
あ
り
、
日
米
と
い
う
二
つ
の
国
し
か
見
て
い
な
い

と
い
う
点
で
限
定
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
問
題
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
や
コ
ン
テ
ン
ツ
規
制
な
ど
、
他
の
政
策
課
題

で
も
見
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
う
し
た
課
題
で
の
事
例
研
究
を
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

ネットワークの中立性と政策のエミュレーション

（

1
）

U
m
t晶司・

u。－。羽芹
Nmwロ色
U
m
d－

E
冨
岱
吋
ωFEHkmwm円三回向同円。
B
K
F
σ
g
m《
四
日
同
，

HHO
問。目。。片岡
M

。
ロ
ミ
叶
S
ロ
乱
。
ユ
ロ
。
。
E
O
B唱。，

B
ミ司。－
FQl富
島
E
m－＝

c。S
3
S
R
g－・
5
・ロ。・

Y
V
E
R可
N
o
g－問者・∞ーほ・

（2
）
内
山
融
「
政
策
ア
イ
デ
ィ
ア
の
伝
播
と
制
度
｜
行
政
組
織
改
革
の
日
英
比
較
を
題
材
と
し
て
｜
」
『
公
共
政
策
研
究
』
第
五
号
、
二

0
0
五
年
、
一
一
九
1
一
二
九
ペ
ー
ジ
。

（3
）
伊
藤
修
一
郎
『
自
治
体
政
策
過
程
の
動
態
｜
政
策
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と
波
及
｜
』
慶
慮
義
塾
大
学
出
版
会
、
二

O
O
二
年
、
三
ペ

l

日ン。

（4
）
秋
吉
貴
雄
「
政
策
移
転
の
政
治
過
程
！
ア
イ
デ
ィ
ア
の
受
容
と
変
容
｜
」
『
公
共
政
策
研
究
」
第
四
号
、
二

O
O
四
年
、
五
九
1
七

0
ペ
ー
ジ
。

（5
）
赤
松
要
「
我
国
羊
毛
工
業
の
貿
易
趨
勢
」
「
商
業
経
済
論
叢
」
（
名
古
屋
高
商
）
第
一
一
一
一
巻
、
上
巻
、
一
九
三
五
年
。
た
だ
し
、
本
論

文
で
は
、
下
記
の
文
献
に
依
拠
し
て
記
述
し
て
い
る
。
赤
松
要
「
新
興
国
産
業
発
展
の
雁
行
形
態
」
「
金
廃
貨
と
国
際
経
済
』
東
洋
経
済

新
報
社
、
一
九
七
四
年
、
一
五
五
1
一
七
七
ペ
ー
ジ
。

（6
）
ヨ
I
ゼ
フ
・
シ
ュ
ン
ペ

l
タ

l

（
中
山
伊
知
郎
、
東
畑
精
一
訳
）
「
新
装
版
資
本
主
義
・
社
会
主
義
・
民
主
主
義
」
東
洋
経
済
新

報
社
、
一
九
九
五
年
、
一
二
九
i
一三
0
ペ
ー
ジ
。

（7
）
薬
師
寺
泰
蔵
『
テ
ク
ノ
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
ー
国
は
技
術
で
輿
り
、
滅
び
る
｜
』
中
公
新
書
、
一
九
八
九
年
。
薬
師
寺
泰
蔵
「
エ
ミ
ュ
レ
ー

シ
ョ
ン
・
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
｜
国
家
と
産
業
技
術
｜
」
「
国
際
政
治
』
第
八
二
号
、
一
九
八
六
年
、
五
六
1
七
四
ペ
ー
ジ
。

（8
）
薬
師
寺
泰
蔵
、
前
掲
書
、
一
一
ペ
ー
ジ
。

（9
）
詳
し
く
は
以
下
を
参
照
。
土
屋
大
洋
「
国
際
的
な
政
策
の
『
模
倣
』
過
程
l
情
報
通
信
政
策
を
例
に
」
草
野
厚
編
「
政
策
過
程
分
析
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の
最
前
線
』
慶
慮
義
塾
大
学
出
版
会
、
二

O
O
八
年
、
第
六
章
。

（
叩
）
薬
師
寺
泰
蔵
「
雁
が
飛
び
立
つ
と
き
｜
調
和
と
反
発
の
『
テ
ク
ノ
ス
タ
イ
ル
』
（
一
）

1
（
一
一
六
）
」
「
日
本
経
済
新
聞
』
一
九
九
三

年
三
月
六
日
1
八
月
二
九
日
毎
週
日
曜
連
載
。
薬
師
寺
泰
蔵
「
日
本
の
技
術
覇
権
は
い
つ
ま
で
続
く
か
｜
国
際
秩
序
に
対
応
で
き
な
い
過

当
競
争
体
質
｜
」
弓
呂
∞
窃
読
売
」
一
九
九
三
年
二
月
号
、
九
六

1
一
一
一
一
一
ペ
ー
ジ
。
薬
師
寺
泰
蔵
「
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
原
点
に
戻

っ
た
技
術
開
発
」
『
日
本
経
済
研
究
セ
ン
タ
ー
会
報
』
一
九
九
三
年
一
二
月
一
日
、
二
四
1
二
九
ペ
ー
ジ
。
薬
師
寺
泰
蔵
「
テ
ク
ノ
ヘ
ゲ

モ
ニ
ー
の
新
段
階
」
『
外
交
フ
ォ
ー
ラ
ム
』
一
九
九
一
年
六
月
、
三
三

1
四
0
ペ
ー
ジ
。

（日）

d
s
d司
F
E
Z
2
4『
2
w
Z
2可
m－E
J
回
円
。
包
g

E
巴
足
立
B
E
g－。
P
事・、
sshNN
ミ同
v
r
sき
還
さ

S
H
e
s
s丸
岡
命
、
w
o
s－

き
hohvhhN刷

e
・
g－－
N・N
o
g－匂司－

E
H
l
H斗
∞
・
日
本
語
に
お
い
て
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
立
性
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
は
以
下
を
参
照
。
実

積
寿
也
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
「
問
題
』
と
は
何
か
？
」

K
D
D
I
総
研
R
＆
A

（二

O
O
八
年
二
一
月
号
）
〈
Z
Gミ
割
当
巧
－
W
色目

岳

l
E・
甘
守
己
決
ロ
巴
l同
〉
lNCC∞
HNISl司同叶－
E
O。
松
宮
広
和
「
近
時
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
『
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
立

性
』
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
」
『
群
馬
大
学
社
会
情
報
学
部
研
究
論
集
」
第
一
四
巻
、
二

O
O
七
年
、
一
七
五

1
二
O
四
ペ
ー
ジ
。

（
ロ
）
当
F

8
・S
・

（
日
）
宍
u
n
w
E可。
E
q
m
g同O
B
O
E－
苦
虫
色
E
E
o
巳
〈
Z
G一
＼
＼
宵
き
ロ
向
。
ωω
・向。。・向。ミ色。
g
l唱
g
E－n＼
包
冨
各
自
己
岳
、
の
の

181

HmHKFF品。の〉（
ω
8
Z
B
F
O円
Nω
・
Ncog・
な
お
、
四
原
則
の
訳
文
は
、
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
立
性
に
関
す
る
懇
談
会
報
告
書
」
の
一
一

ペ
ー
ジ
に
従
っ
た
（
一
部
表
記
を
改
変
）
。

（M
）
宮
守
＼
＼
F
5
5向。
8
・
向
。
。
・
向
。
之
色
。
g
ー
吉
区
芝
巴
宮
島
田
忠
吾
、
わ
の
lO∞
lH∞
ωkc－
E
同

（
日
）
〉
ロ
ロ
。
∞
gmRFO
「
下
院
に
新
た
な
「
ネ
ッ
ト
中
立
性
」
関
連
法
案
I
S
P
に
よ
る
「
優
遇
」
へ
の
罰
則
規
定
は
な
し
」
の
Z開
寸

』

m壱

g
〈ZGυ
ミ
ω冨ロ・
8
2・8
B
E
O羽
毛

s
a
E吉
伸
。
ミ
＼
0

・NcoccmgNωhoωSN印
O・g
－Z
B〉
（
二

O
O
八
年
二
月
一
四
日
）
。

（
時
）
司
（
vn・
E。
。
自
宮
町
包
。
ロ
印
。
。
－

a司
ロ
豆
片
岡
ロ
吉
岡
件
。
ロ

u
s
－R同
己
g

g
司円。
ω
2〈
o
s
o
司
5
0
m昌
也

C
匂
mw一ロ阿国件。司ロ
2
・3mdmw仲

E
E
o

m件
〈
宮
吾
い
と
F
S
E
r
g－
同
の
の
・
向
。
ミ
＆
。
g
l司
gFEn＼
巴
冨
各
自
己
s
b
o
n－

N宏
E
R
E－豆町〉（。
2
。
σ
2
N
N
W
N
c
o
s－
新
た
に
加
え
ら
れ

た
五
番
目
と
六
番
目
の
原
則
は
以
下
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
は
、
⑤
合

法
的
な
コ
ン
テ
ン
ツ
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
サ
ー
ビ
ス
を
非
差
別
的
な
方
法
で
取
り
扱
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
⑥
利
用
者
、
そ
し
て
、

コ
ン
テ
ン
ツ
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
者
が
こ
の
ル

l
ル
作
成
に
お
い
て
特
定
さ
れ
て
い
る
保
護
を
享
受
す
る
た
め
に
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ど
う
し
て
も
必
要
と
さ
れ
る
場
合
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
管
理
そ
の
他
の
慣
行
に
つ
い
て
情
報
を
開
示
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

（
口
）
座
長
は
林
敏
彦
放
送
大
学
教
授
で
あ
り
、
筆
者
も
全
一
二
名
の
構
成
員
の
一
人
と
し
て
参
加
し
た
。
し
か
し
、
筆
者
は
所
属
す
る
大

学
の
業
務
等
に
よ
り
全
八
回
の
会
合
の
う
ち
三
回
し
か
出
席
で
き
な
か
っ
た
。
本
章
で
の
記
述
は
配
布
さ
れ
た
資
料
お
よ
び
総
務
省
の
ウ

エ
ブ
ペ

l
ジ
で
公
開
さ
れ
て
い
る
議
事
要
旨
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
立
性
に
関
す
る
懇
談
会
の
ウ
ェ
ブ
ペ

l
ジ

は
〈

Z
Gミ当

dz・8
C
H
S－
向
。
・
』
芝
白
色

p
g包
W
S
§
。
lzgzv。
E
Q
B吉
江
主
。

F
o
g
s
E
o
Z
2
F各
信
号
ωロ
＼
宮
内
庁
un
・
宮
邑
〉
で

あ
る
（
二

O
O九
年
八
月
現
在
）
。

（
山
崎
）
総
務
省
の
事
務
局
側
で
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
た
谷
脇
康
彦
・
料
金
サ
ー
ビ
ス
課
長
（
当
時
）
に
よ
れ
ば
、
報
告
書
草
案
作
成
段

階
に
お
い
て
、

K
D
D
I
の
小
野
寺
正
・
代
表
取
締
役
社
長
兼
会
長
の
記
者
会
見
で
の
発
言
が
ヒ
ン
ト
に
な
っ
た
と
い
う
（
二

O
O九
年

九
月
一
日
、
筆
者
と
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
）
。
記
者
会
見
の
日
時
と
正
確
な
内
容
に
つ
い
て
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
が
、
小
野
寺
社
長
自
身

も
そ
う
し
た
発
言
を
し
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
（
二

O
O九
年
九
月
四
日
、
筆
者
と
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
）
。
同
様
の
趣
旨
の
発
言
を
小
野

寺
社
長
は
そ
の
後
も
繰
り
返
し
て
お
り
、
例
え
ば
、
二

O
O九
年
六
月
二
四
日
、
七
月
二
三
日
の
記
者
会
見
で
は
そ
れ
が
確
認
で
き
た
。

ネットワークの中立性と政策のエミュレーション
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